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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第34期

第２四半期累計期間
第35期

第２四半期累計期間
第34期

会計期間
自2019年８月１日
至2020年１月31日

自2020年８月１日
至2021年１月31日

自2019年８月１日
至2020年７月31日

売上高 （千円） 17,410,035 10,831,252 27,539,624

経常利益又は経常損失（△） （千円） 1,344,113 △1,035,250 955,706

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）
（千円） 789,368 △827,826 △763,329

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 1,491,829 1,491,829 1,491,829

発行済株式総数 （株） 11,622,300 11,622,300 11,622,300

純資産額 （千円） 7,266,446 4,839,433 5,667,259

総資産額 （千円） 17,108,338 17,315,753 19,953,267

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期（当期）純損失

（△）

（円） 68.12 △71.44 △65.88

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 4.00 0.00 4.00

自己資本比率 （％） 42.5 27.9 28.4

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 1,735,503 △1,156,915 △191,136

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △115,288 △45,926 △247,909

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △809,915 △593,187 4,986,379

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 5,001,043 6,942,048 8,738,077

 

回次
第34期

第２四半期会計期間
第35期

第２四半期会計期間

会計期間
自2019年11月１日
至2020年１月31日

自2020年11月１日
至2021年１月31日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

（円） 40.61 △69.43

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活動の抑制により、景

気は急速に悪化し極めて厳しい状況となりました。特に外食業界におきましては、2020年4月に出された緊急事態

宣言解除以降、個人消費は回復の兆しもみられていたものの、2020年11月には東京都、大阪府、愛知県では、アル

コール提供を行う飲食店への営業時間短縮要請が出され、2021年1月には再度、緊急事態宣言がなされたことによ

り、特に居酒屋業界におきましては、営業時間が大幅に制限され、多大な影響を受けております。

当社におきましては、2020年5月の緊急事態宣言解除以降、お客様と従業員の安全を第一に感染症対策を徹底し

ながら店舗運営を再開致し、各自治体の自粛要請等が解除されると売上高は徐々に回復したものの、再度、政府及

び各自治体からの営業時間短縮要請を受け、これに従い営業を行ったことにより、当第２四半期累計期間における

既存店売上高は前年同期比64.3％となりました。

なお、当第２四半期累計期間は１店舗の新規出店と８店舗の退店により、当第２四半期会計期間末日における

「鳥貴族」の店舗数は622店舗となりました。当社の直営店は、６店舗退店し387店舗となりました。

以上の結果、当第２四半期累計期間は、東京・大阪・愛知をはじめとした営業時間短縮要請が大きく影響し、売

上高は10,831,252千円(前年同期比37.8％減）、売上総利益は7,547,541千円（同39.3％減）となりました。また、

売上高減少に併せて変動費を中心としたコスト管理に徹底して取り組んだこと等により、販売費及び一般管理費は

8,765,080千円（同20.9％減）に抑えられたものの、売上高減少の影響が大きく、営業損失は1,217,538千円（前年

同期は営業利益1,358,506千円）、経常損失は1,035,250千円（前年同期は経常利益1,344,113千円）、四半期純損

失は827,826千円（前年同期は四半期純利益789,368千円）となりました。

なお、当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2）財政状態の分析

当第２四半期会計期間末の総資産は17,315,753千円となり、前事業年度末と比較して2,637,514千円の減少とな

りました。これは主に、現金及び預金が減少したこと、減価償却により固定資産が減少したこと等によるものであ

ります。

当第２四半期会計期間末の負債は12,476,320千円となり、前事業年度末と比較して1,809,688千円の減少となり

ました。これは主に、長期借入金を始めとする有利子負債の返済等によるものであります。

当第２四半期会計期間末の純資産は4,839,433千円となり、前事業年度末と比較して827,826千円の減少となりま

した。これは利益剰余金が、四半期純損失の計上により減少したことによるものであり、自己資本比率は27.9％

（前事業年度末は28.4％）となりました。
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(3）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較し1,796,029千円減少し6,942,048千

円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期累計期間の1,735,503千円

の収入に対し、1,156,915千円の支出となりました。これは主に、税引前四半期純損失1,125,853千円、減価償却費

549,490千円を計上したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期累計期間の115,288千円の

支出に対し、45,926千円の支出となりました。これは主に、店舗内装の改装および厨房機器の入替等の有形固定資

産の取得による支出16,954千円を計上したこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期累計期間の809,915千円の

支出に対し、593,187千円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出346,640千円、リース債

務の返済による支出244,443千円を計上したこと等によるものであります。

 

(4）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更を行っております。

詳細については、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項　（追加情報）　２.新型コロナウイル

ス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて」に記載しております。

 

(5）経営方針・経営戦略等

当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(6）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

 

(7）研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,847,200

計 30,847,200

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年１月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年３月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,622,300 11,622,300
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

ります。単元株式数

は100株でありま

す。

計 11,622,300 11,622,300 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2020年11月１日～

2021年１月31日
－ 11,622,300 － 1,491,829 － 1,481,829
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（５）【大株主の状況】

  2021年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
（自己株式
を除く。）
の総数に対
する所有株
式数の割合
（％）

大倉　忠司 大阪府東大阪市 2,720,000 23.40

株式会社大倉忠 大阪府東大阪市荒川２丁目13番12号 1,200,000 10.32

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 964,100 8.30

サントリー酒類株式会社 東京都港区台場２丁目３番３号 260,000 2.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 206,700 1.78

鳥貴族従業員持株会 大阪市浪速区立葉１丁目２番12号 183,300 1.58

中西　卓己 大阪市住吉区 180,485 1.55

株式会社関西みらい銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 180,000 1.55

ＪＰＭＢＬ　ＲＥ　ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴ

ＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　１　ＣＯ

ＬＬＥＱＵＩＴＹ

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

１　ＡＮＧＥＬ　ＬＡＮＥ　ＬＯＮＤＯＮ　

－　ＮＯＲＴＨ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＴＨＡＭＥ

Ｓ　ＵＮＩＴＥＤ　ＫＩＮＧＤＯＭ　ＥＣ４

Ｒ　３ＡＢ

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

153,533 1.32

麒麟麦酒株式会社 東京都中野区中野４丁目10番２号 120,000 1.03

計 － 6,168,118 53.07

（注）１．株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、964,100株でありま

す。

２．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、206,700

株であります。

３．所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。

４．2018年３月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブラックロック・ジャ

パン株式会社及びその共同保有者であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー、ブラックロック・イ

ンターナショナル・リミテッドが2018年２月28日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているもの

の、当社として2021年１月31日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め

ておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等

の数（株）

株券等保有

割合（％）

ブラックロック・ジャパン株

式会社
東京都千代田区丸の内１丁目8番3号 175,200 1.51

ブラックロック(ルクセンブル

グ）エス・エー

ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネ

ディ通り 35A
252,400 2.17

ブラックロック・インターナ

ショナル・リミテッド

英国 エディンバラ センプル・ストリー

ト 1 エクスチェンジ・プレース・ワン

（郵便番号 EH3 8BL）

46,400 0.40
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５．2020年６月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、レオス・キャピタル

ワークス株式会社が2020年６月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として

2021年１月31日における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等

の数（株）

株券等保有

割合（％）

レオス・キャピタルワークス

株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目11番1号 792,700 6.82

 

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年１月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 11,615,200 116,152

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

単元未満株式 普通株式 7,100 － －

発行済株式総数  11,622,300 － －

総株主の議決権  － 116,152 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式34,700株（議決権347個）が

含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社が保有する自己株式64株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2021年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（2020年11月１日から2021年１

月31日まで）及び第２四半期累計期間（2020年８月１日から2021年１月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（2007年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年７月31日)
当第２四半期会計期間
(2021年１月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,675,234 6,811,850

売掛金 342,580 213,538

商品及び製品 109,027 82,606

原材料及び貯蔵品 16,124 14,491

その他 1,031,891 707,300

流動資産合計 10,174,859 7,829,787

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,081,983 5,670,852

その他（純額） 736,238 552,326

有形固定資産合計 6,818,222 6,223,178

無形固定資産 59,113 51,775

投資その他の資産   

差入保証金 1,596,874 1,571,523

その他 1,304,617 1,639,487

貸倒引当金 △420 －

投資その他の資産合計 2,901,072 3,211,010

固定資産合計 9,778,408 9,485,965

資産合計 19,953,267 17,315,753

負債の部   

流動負債   

買掛金 986,308 437,930

1年内返済予定の長期借入金 749,093 1,117,401

未払金 1,167,839 800,690

未払法人税等 92,299 102,901

賞与引当金 323,704 320,726

株主優待引当金 28,302 36,580

その他 2,014,754 1,597,556

流動負債合計 5,362,301 4,413,786

固定負債   

長期借入金 7,461,143 6,746,195

退職給付引当金 83,436 80,468

役員株式給付引当金 10,662 10,662

資産除去債務 1,074,980 1,067,438

その他 293,484 157,768

固定負債合計 8,923,706 8,062,533

負債合計 14,286,008 12,476,320

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,491,829 1,491,829

資本剰余金 1,481,829 1,481,829

利益剰余金 2,783,548 1,955,722

自己株式 △89,947 △89,947

株主資本合計 5,667,259 4,839,433

純資産合計 5,667,259 4,839,433

負債純資産合計 19,953,267 17,315,753
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　2019年８月１日
　至　2020年１月31日)

当第２四半期累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2021年１月31日)

売上高 17,410,035 10,831,252

売上原価 4,974,308 3,283,711

売上総利益 12,435,727 7,547,541

販売費及び一般管理費 ※１ 11,077,221 ※１ 8,765,080

営業利益又は営業損失（△） 1,358,506 △1,217,538

営業外収益   

受取利息 79 8

保険解約返戻金 5,403 7,805

受取保険金 6,704 1,009

受取清算金 － 199,833

その他 5,876 10,817

営業外収益合計 18,063 219,473

営業外費用   

支払利息 22,795 26,821

支払手数料 502 2,771

その他 9,158 7,592

営業外費用合計 32,456 37,184

経常利益又は経常損失（△） 1,344,113 △1,035,250

特別利益   

固定資産売却益 － 189

特別利益合計 － 189

特別損失   

固定資産除却損 3,917 8,146

減損損失 ※２ 119,626 ※２ 68,048

店舗臨時休業による損失 － 13,872

その他 3,325 724

特別損失合計 126,868 90,792

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 1,217,244 △1,125,853

法人税、住民税及び事業税 320,648 43,093

法人税等調整額 107,227 △341,120

法人税等合計 427,876 △298,026

四半期純利益又は四半期純損失（△） 789,368 △827,826
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　2019年８月１日
　至　2020年１月31日)

当第２四半期累計期間
(自　2020年８月１日
　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失

（△）
1,217,244 △1,125,853

減価償却費 660,976 549,490

減損損失 119,626 68,048

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △420

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,990 △2,978

株主優待引当金の増減額（△は減少） △3,329 8,278

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,878 △2,968

受取利息及び受取配当金 △79 △8

支払利息 22,795 26,821

固定資産売却益 － △189

固定資産除却損 3,917 8,146

売上債権の増減額（△は増加） △86,853 129,042

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,857 28,054

未収入金の増減額（△は増加） 159,774 117,053

仕入債務の増減額（△は減少） 222,393 △548,378

未払金の増減額（△は減少） △172,333 △351,970

前受収益の増減額（△は減少） △421,578 △298,749

その他 79,687 △5,690

小計 1,805,229 △1,402,270

利息及び配当金の受取額 79 8

利息の支払額 △22,640 △26,367

法人税等の支払額 △47,165 △44,160

法人税等の還付額 － 90,820

雇用調整助成金の受取額 － 225,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,735,503 △1,156,915

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △105,841 △16,954

有形固定資産の売却による収入 － 189

有形固定資産の除却による支出 － △630

無形固定資産の取得による支出 △4,812 △6,295

関係会社株式の取得による支出 － △1,000

権利金の取得による支出 △10,161 △15,452

差入保証金の差入による支出 △12 △5,275

差入保証金の回収による収入 29,319 15,767

資産除去債務の履行による支出 △19,766 △14,025

その他 △4,015 △2,248

投資活動によるキャッシュ・フロー △115,288 △45,926

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △421,843 △346,640

リース債務の返済による支出 △338,832 △244,443

自己株式の取得による支出 △56 －

配当金の支払額 △48,179 △380

その他 △1,004 △1,724

財務活動によるキャッシュ・フロー △809,915 △593,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 810,299 △1,796,029

現金及び現金同等物の期首残高 4,190,744 8,738,077

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,001,043 ※ 6,942,048
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【注記事項】

（追加情報）

１．株式給付信託（BBT）

当社は、2016年10月26日開催の第30期定時株主総会決議に基づき、取締役（社外取締役を除く。）の報酬と

当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識

を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust)）」を

導入しております。

（1）取引の概要

本制度は、当社が定める「役員株式給付規程」に従って、当社の取締役に対して、その役位や業績達成

度等に応じて付与されるポイントに基づき、当社株式を給付する仕組みであります。なお、取締役が当社

株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時としております。取締役に対し給付する株式につ

いては、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとしており

ます。本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。

（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に

自己株式として計上しております。前事業年度末及び当第２四半期会計期間末における当該自己株式の帳

簿価額及び株式数は、それぞれ89,804千円及び34,700株であります。

 

 

２．新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて

新型コロナウイルス感染症の影響は、現在においても継続しており、店舗の休業および営業時間短縮等によ

り来店客数が減少し業績に大きな影響を受けております。

当社では、繰延税金資産の回収可能性の判断や減損損失の判定において、今後も新型コロナウイルス感染症

の動向などの外的要因によって業績が変動する可能性がありますが、ワクチン接種の開始や感染者の落ち着き

等の社会動向も踏まえて、2021年２月から2021年４月にかけては各自治体からの要請による営業時間短縮や来

店客数の落ち込み等の影響があるものの2021年５月以降は各自治体からの時短要請等は限定的なものと想定

し、居酒屋業界においても徐々に回復へ向かうことを前提としております。
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（四半期損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　2019年８月１日

　　至　2020年１月31日）

当第２四半期累計期間
（自　2020年８月１日

　　至　2021年１月31日）

給与手当 1,615,688千円 1,632,838千円

雑給 3,999,086 2,535,493

地代家賃 1,454,950 1,310,366

減価償却費 652,780 541,604

賞与引当金繰入額 315,447 318,584

株主優待引当金繰入額 14,850 21,692

退職給付費用 26,149 31,603

 

 

※２　減損損失

前第２四半期累計期間（自　2019年８月１日　至　2020年１月31日）

　当第２四半期累計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都 店舗（３店舗） 建物及びその他

千葉県 店舗（２店舗） 建物及びその他

愛知県 店舗（１店舗） 建物及びその他

当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業用資産である店舗を基本単位として資産のグルーピング

を行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び退店の意思決定を行った資

産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（119,626千円）として特別損失

に計上しております。その内訳は、建物59,023千円及びその他60,602千円であります。なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、回収可能価額を零と

して算定しております。使用価値の測定にあたっては、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、具体

的な割引率の算定は行っておりません。なお、退店の意思決定を行った資産グループについては、処分価額を零とし

て算定しております。

 

当第２四半期累計期間（自　2020年８月１日　至　2021年１月31日）

　当第２四半期累計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都 店舗（２店舗） 建物及びその他

千葉県 店舗（１店舗） 建物及びその他

岐阜県 店舗（１店舗） 建物及びその他

滋賀県 店舗（１店舗） 建物及びその他

兵庫県 店舗（１店舗） 建物及びその他

当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として事業用資産である店舗を基本単位として資産のグルーピング

を行っております。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（68,048千円）として特別損失に計上しております。その内訳は、建物

57,802千円及びその他10,246千円であります。なお、当該資産グループの回収可能価額は、営業活動から生じる損益

が継続してマイナスである資産グループについては使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを2.33％

で割り引いて算定しております。また、割引前将来キャッシュ・フローの総額がマイナスとなった資産グループにつ

いては、帳簿価額全額を減損損失として計上しております。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
前第２四半期累計期間
（自　2019年８月１日

　　至　2020年１月31日）

当第２四半期累計期間
（自　2020年８月１日

　　至　2021年１月31日）

現金及び預金勘定 4,936,912千円 6,811,850千円

流動資産その他（預け金） 67,712 134,207

計 5,004,625 6,946,058

株式給付信託（ＢＢＴ）別段預金等 △3,581 △4,009

現金及び現金同等物 5,001,043 6,942,048
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自2019年８月１日　至2020年１月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年10月24日

定時株主総会
普通株式 46,489 4.00 2019年７月31日 2019年10月25日 利益剰余金

（注）2020年10月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配

当金138千円が含まれております。

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年３月６日

取締役会
普通株式 46,488 4.00 2020年１月31日 2020年４月３日 利益剰余金

（注）2020年３月６日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式に対する配当金

138千円が含まれております。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自2020年８月１日　至2021年１月31日）

配当金支払額

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　2019年８月１日　至　2020年１月31日）

当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　2020年８月１日　至　2021年１月31日）

当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　2019年８月１日

　　至　2020年１月31日）

当第２四半期累計期間
（自　2020年８月１日

　　至　2021年１月31日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
68円12銭 △71円44銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 789,368 △827,826

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
789,368 △827,826

普通株式の期中平均株式数（株） 11,587,539 11,587,536

（注）１．普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式を

含めております。なお、当該株式給付信託（BBT）が保有する当社株式の期中平均株式数は前第２四半期累計

期間及び当第２四半期累計期間において、それぞれ34,700株であります。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

持株会社体制への移行

当社は、2020年10月21日開催の定時株主総会において承認された吸収分割契約に基づき、2021年２月１日付で

持株会社体制へ移行し、飲食事業に関して有する権利義務を当社100％出資の子会社「株式会社鳥貴族分割準備

会社」に承継いたしました。また同日付で、当社は、商号を「株式会社鳥貴族ホールディングス」に、株式会社

鳥貴族分割準備会社は「株式会社鳥貴族」に、それぞれ変更いたしました。

 

１．持株会社体制への移行の背景と目的

当社は、「焼鳥屋で世の中を明るくする」という理念のもと、「298円均一(税抜)の感動」をコンセプトに

焼鳥屋 鳥貴族を展開しています。低価格・高価値のサービスで、お客様に感動と驚きを提供するとともに、

食の安心安全を高めるために、国産食材の使用にこだわってきました。当社は、お客様、従業員とその家族、

株主様、取引業者様、鳥貴族の関わる全ての方々に感謝し、企業活動を通じて奉仕し続けることで、社会から

必要とされ愛される永遠の会社を目指しております。

外食業界におきましては、人手不足を背景とした人件費の上昇、消費税率の引き上げ等に加え、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止のための外出自粛要請や営業時間短縮要請により、更に厳しい経営環境が続いてお

ります。

こうした状況だからこそ、社会や従業員との関わりの中で企業活動を永続していくことが大事であり、その

ためには絶え間ない挑戦を続けていくことが必要であると当社は考えております。

以上の認識のもと、今般、当社は、永遠の目的として掲げる「永遠の会社」を目指して、第二、第三の創業

を実現し、次世代の担い手を開発することを目的として、持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

持株会社体制に移行することで、持株会社はグループの理念と目指すべき方向を示し、挑戦を支える役割を

担い、事業を推進する権限と責任を事業会社に委譲することで、激変する環境のもとでも生き抜く経営体制の

構築、新事業の創出、人財開発を行うこととします。

更なる挑戦として、日本全国に「298円均一（税抜）の感動」を広げていくだけでなく、米国への出店をは

じめとする海外への展開を図ってまいります。また、将来的には「焼き鳥」を中心としたフードビジネスの展

開を進めるとともに、グループ内ベンチャーによる新規事業の創出を進めて参ります。

 

２．本件分割の方式

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下、「分割会社」といいます。）、当社100％出資の分割準備会社で

ある株式会社鳥貴族分割準備会社を吸収分割承継会社（以下、「承継会社」といいます。）とし、当社の事業

のうち、飲食事業に関して有する権利義務を承継会社に承継させる吸収分割により行います。

 

３．分割した部門の経営成績（2021年1月期第２四半期実績）

 分割事業

（ａ）

当社実績（単体）

（ｂ）

比率

（ａ÷ｂ）

売上高 10,831百万円 10,831百万円 100％

売上総利益 7,547百万円 7,547百万円 100％

 

４．分割する資産、負債の項目及び金額（2021年１月31日現在）

資産 負債

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 1,077百万円 流動負債 1,068百万円

固定資産 748百万円 固定負債 705百万円

合計 1,826百万円 合計 1,773百万円

 

 

５．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年１月16日）に基づき、共通支配下

の取引として処理しております。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年３月９日

株式会社鳥貴族ホールディングス

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中畑　孝英　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 河野　匡伸　　㊞

 

監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社鳥貴族

ホールディングス（旧会社名　株式会社鳥貴族）の2020年８月１日から2021年７月31日までの第35期事業年度の第２四半
期会計期間（2020年11月１日から2021年１月31日まで）及び第２四半期累計期間（2020年８月１日から2021年１月31日ま
で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注
記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社鳥貴族ホールディングス（旧会社名　株式会社鳥貴族）の2021年１月
31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に
表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
 
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい
る。
 
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2021年２月１日付で持株会社体制へ移行し、飲食事業を完全子会社で

ある株式会社鳥貴族（旧会社名　株式会社鳥貴族分割準備会社）に承継した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する
事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手
続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される
年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付
ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、
四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ
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ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠
していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められ
ないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告
書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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